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横 浜 市 教 育 委 員 会 

定例会会議録 

 

 

 

  １ 日  時  令和７年９月５日（金）午前10時00分 

 

  ２ 場  所  市庁舎 18階共用会議室（みなと６・７） 

 

  ３ 出 席 者  下田教育長 植木委員 森委員 泉委員 綿引委員 緒方委員 

 

  ４ 欠 席 者  なし 

 

  ５ 議事日程  別紙のとおり 

 

  ６ 議事次第  別紙のとおり 
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教 育 委 員 会 定 例 会 議 事 日 程 

 

令和７年９月５日（金）午前 10時 00分 

 

１ 会議録の承認 

 

２ 一般報告 

令和７年度横浜市教育課程研究委員会研究協議会の開催について 

令和６年度いじめ防止対策推進法に基づく重大事態調査の実施状況について 

教職員の不祥事と「学校を安全・安心な環境にするための総合対策」について 

 

３ 審議案件 

  教委第 21号議案 横浜市教育委員会会計年度任用職員の休暇に関する規則の一部改正 

について 

  教委第 22号議案 第５期横浜市教育振興基本計画策定の基本的方向について 

   

４ その他 
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［開会時刻：午前10時00分］ 

 

 ただいまから、令和７年９月５日教育委員会定例会を開会いたします。 

 初めに、会議録の承認を行います。８月５日の会議録の署名者は植木委員と泉

委員です。会議録につきましては、既にお手元に送付してございますが、字句の

訂正を除き、承認してよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、承認いたします。字句の訂正がございましたら、後ほど事務局まで

お伝えください。 

 なお、８月22日の教育委員会臨時会の会議録につきましては、準備中のため、

次回以降に承認することといたします。 

 次に、議事日程に従い、教育次長から一般報告を行います。 

 

【一般報告】 

 

 １ 市会関係 

   ○８／26 こども青少年・教育委員会（教育委員会関係） 

 

 教育次長の石川です。それでは、報告いたします。 

 まず、市会関係ですが、８月26日に市会臨時常任委員会である、こども青少

年・教育委員会が開催されました。 

 

 ２ 市教委関係 

 （１）主な会議等 

   ○８／27～８／29 令和７年度「横浜子ども会議」区交流会 

 

 （２）報告事項 

   ○令和７年度横浜市教育課程研究委員会研究協議会の開催について 

   ○令和６年度いじめ防止対策推進法に基づく重大事態調査の実施状況につ

いて 

   ○教職員の不祥事と「学校を安全・安心な環境にするための総合対策」に

ついて 

 

 次に、教育委員会関係の主な会議等ですが、令和７年度「横浜子ども会議」区

交流会を、８月27日から８月29日までの間、各区で開催しました。８月27日には

瀬谷区に植木委員が、８月28日には鶴見区に緒方委員が、８月29日には戸塚区に

森委員が出席いたしました。 

 次に、報告事項として、この後、所管課から３点報告いたします。まず、１点

目ですが、「令和７年度横浜市教育課程研究委員会研究協議会の開催につい

て」、２点目は、「令和６年度いじめ防止対策推進法に基づく重大事態調査の実

施状況について」、３点目は、「教職員の不祥事と『学校を安全・安心な環境に

するための総合対策』について」、報告いたします。 

 なお、３点目は、８月26日の市会臨時常任委員会で報告した案件になります。

内容につきましては、委員の皆様に事前に御確認いただき、御意見をいただいて

いるものになりますが、本日改めて資料を配付させていただいております。こち
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らにつきましても、この後、所管課から報告いたします。 

 私からの報告は以上です。 

 

 報告が終了いたしましたが、御質問等ございましたらお願いします。よろしい

ですか。 

 それでは、「令和７年度横浜市教育課程研究委員会研究協議会の開催につい

て」、所管課から御報告いたします。 

 

 学校教育部長の丹羽です。「令和７年度横浜市教育課程研究委員会研究協議会

の開催について」、御報告いたします。説明は学校経営支援課教育イノベーショ

ン担当課長から申し上げます。 

 

 学校経営支援課教育イノベーション担当課長の加藤でございます。８月に開催

されました「令和７年度横浜市教育課程研究委員会研究協議会の開催につい

て」、報告いたします。資料を御覧ください。横浜市教育委員会では、毎年、市

立学校の教育課程の編成・実施・評価・改善を促進し、学習指導の充実を図るた

め、「教育課程研究委員会 総則部会」及び「専門部会」を組織して研究を進

め、８月に研究協議会を開催しています。令和７年度は本協議会を、今年度発足

した横浜教育イノベーション・アカデミアの一環として位置付け、特に「総則部

会研究協議会」においては教職員のみではなく大学生や企業の参加も可能とし、

これからの横浜の教育について議論いたしました。また、当日は、ほかの自治体

の教育委員会からの参加もありました。中でも令和７年８月19日火曜日に開催さ

れた「総則部会 研究協議会」では、全ての横浜市立学校で子どもを中心とした

学びを実現するためには、児童生徒の声を聞くことが必要との思いから、横浜市

教育課程研究委員会の歴史の中で初めて協議会に小学校、中学校、高等学校、特

別支援学校の児童生徒が参加・登壇し、子どもたちから学校教育に対する思いを

聞きました。 

 項目１を御覧になってください。「１ 令和７年度 教育課程研究委員会 研

究テーマ」は、「全ての子どもが自らの可能性を見いだす学びの実現に向けて」

としました。 

 項目２を御覧になってください。「２ 総則部会研究協議会 開催概要」は、

先ほどもお伝えしましたとおり令和７年８月19日火曜日で、関内ホールにて開催

いたしました。当日は、来場のほか、オンラインによる参加もありました。ま

た、総則部会研究協議会のテーマは、「全ての子どもが自らの可能性を見いだす

学びの実現に向けて～探究的な学びの充実～」としております。この横浜市教育

課程研究委員会研究協議会は、総則部会を皮切りに、８月20日水曜日の一般学級

における「誰一人取り残さない」教育の実現部会、８月21日、８月22日の各教科

専門部会と、４日間にわたって開催されております。 

 項目３を御覧になってください。「３ 令和７年度横浜市教育課程研究委員会

研究協議会の特徴」となるところをまとめました。まず一つ目は、「子どもと、

教員を目指す大学生による子ども実行委員会の開催」です。横浜市立の小学校、

中学校、高等学校、特別支援学校の代表が、子ども実行委員としてステージ上で

自身の学びに関する意見を発表しました。また、子ども実行委員会の進行は、横

浜市で教員を目指す２名の大学生が務めました。続いて、二つ目に、「横浜教育

イノベーション・アカデミアの一環として会場内での協議を充実」させたことで

す。ホール内観覧席では、席が近い人同士でグループを作り、教職員や子ども実

行委員、一般参加の大学生や企業からの参加者、会場の皆で一緒に議論しまし
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た。また、オンライン参加者もオンライン上でグループ討議ができるようにしま

した。そして、三つ目の今年度の特徴としては、「高校生と中央教育審議会委

員、起業家によるパネルディスカッション」を行いました。今年度は、現在協議

が進んでいる中央教育審議会教育課程企画特別部会委員を招いて、次期学習指導

要領改訂に向けた国の動向を確認いたしました。また、委員の話や高校生の声、

起業家の意見を聞きながら、横浜市の今後の教育について皆で考えました。 

 項目４、裏面を御覧になってください。「４ 令和７年度教育課程研究委員会

研究協議会 参加者数一覧」を載せております。４日間での参加者数は、集合・

オンライン合わせて延べ１万1,449人となっております。 

 項目５「令和７年度 教育課程研究委員会研究協議会の発信」を御覧になって

ください。８月19日に開催されました総則部会当日の流れを載せております。そ

こでの主な参会者の声としては、「様々な校種の子どもたちの意見が聞けてよか

ったです。体験があること、対話があること、子どもたちが主体的に学べる環境

であることが、子どもたちの探究活動のキーワードになっていると思いました」

という意見や、そのほかにも「『すべての子どもが』『探究的な学び』を自身で

進めていくためには、問いが自分事になっているかどうかが大切である」という

意見や、「探究的な学びを実現するには、私たち教師自身がそもそも探究的であ

る必要がある」といった意見も聞かれました。 

 続いての資料の下段には、その翌日８月20日に行われました一般学級における

「誰一人取り残さない」教育の実現部会についての流れも載せております。８月

20日の協議会では、市立学校の実態を基にした事務局提案と、大学から講師を招

いてのパネルディスカッションを行い、特別支援教育の視点を大切にして皆で協

議いたしました。この日の参会者からは、「アセスメントや日々の子どもの声や

サインを見逃さないことを大切にしていくこと、子どもの今できていること、強

みを大切にしていくことを再度意識していきたい」といった声や、「講師の話を

受けて様々な学びを得た」という声、また、「教師は子どもたちの最大の環境で

ある。子どもが自ら自己選択・自己決定できるようにしたいと改めて子ども一人

ひとりを大切にする意識を高められた」という声を聞くことができました。暑い

夏の４日間でしたが、諸会場で子どもたちを中心に置いた協議が繰り広げられて

いました。以上、報告を終わりたいと思います。 

 

 説明が終了しましたので、御質問があればお願いします。 

 

 説明どうもありがとうございました。私も８月19日、８月20日、８月21日と参

加させていただきました。私が思ったのは、今年は横浜市教育課程研究委員会研

究協議会というところに非常にこだわっていただいて、聞くだけの会ではなく、

教職員からも発信する、参加者からも発信するということで、非常に充実した会

だったと思います。あと、参加している子どもが、本音で自分の言葉で話せたと

いうことは素晴らしいなと思ったのと、総則部会で子どもたちから発せられたも

のをこれからどのように自分たちの教育課程につなげていくかというところが教

育委員会事務局の課題かなと思いました。どちらにしても新しい取組で、それが

非常に有機的につながって良かったと思いました。どうもお疲れさまでございま

した。ありがとうございます。 

 

 ほかにございますか。 

 

 御報告ありがとうございます。私も２日間参加しまして、今、緒方委員がおっ
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しゃったように、子ども理解が教育課程だという話がその回の冒頭にあったので

すが、そのために子どもたちの意見を生でみんなで聞いて、そこで共通言語も持

ちながらみんなで考える時間を持てたということはとても意味があったなと思っ

ています。子どもたちから「こんな学校が良いな」とか、逆に「こんな授業は嫌

だな」など、素直と言いますか、すごく率直な意見がたくさん出ていましたし、

それを受けて私も教職員のグループワークの中に入りましたが、「自分の引き出

しをもっと増やさなければいけない」ということをおっしゃられた教員もいるな

ど、もっと社会とのつながりと自分自身を持たなければいけないと思ったという

子どもたちの声を受けて、自分が何をどうしたら良いのかということをすごく話

していらっしゃいました。 

 同時に、すごく戸惑っている教職員ももちろんいて、学校の現状と子どもたち

の声との間をどのように埋めていくかということの戸惑いを教職員同士で話せて

いることもとても良くて、そんなすぐにこれとこれとこれを行えば良いと明確に

見つかることばかりではない、それだけ鋭い子どもたちからの指摘もあったの

で、戸惑いを共有できる時間があったのがとても良かったと思います。次年度以

降もぜひこういう時間を取りながら、更に発展していっていただければと思いま

した。 

 次年度以降にといったときに、更にどんどん欲が出てしまいますが、欲を言え

ばというところで三つほど思ったことがありましたので、申し上げたいと思いま

す。今回の深い学びというところで、「探究的な学びの充実」ということがキー

ワードとしてあった中で、課題発見について皆さんで結構注目しながら学んだ時

間だったなと思っています。もう一段階、更に社会の中で課題発見、若しくは課

題解決というのが現状どのようになっているのかということまで知りながら深め

られると良いなと思いました。と言いますのは、私自身、課題がないところに無

理やり課題を見つけようとしたり、そこに課題や、支援すべき人がいるから支援

しないといけないという構造にしていくことなど、そこに危うさを感じることも

あります。そのため、安易にそうしないこと、それをみんなで、子どもたちも教

職員も一緒に学んでいくということは一つ大切なポイントだと思いますので、課

題発見、課題解決と、そこのもう一段階先に行けると良いなと思ったことが一つ

です。 

 あと、プロセスのことについてもっと深められる時間が良いなと思いました。

例えばみんなで振り返ろうなど、そういった振り返りの話も結構あったと思いま

す。その振り返りを更にどう深めていくのかということについて、その後の数日

の中でもしあったら教えていただきたいです。みんなで一人ひとりの振り返りを

更にどう充実したものにしていくのかということについて、私自身、もう少し聞

きたかったな、皆さんと話ができたら良かったなと思いました。良い批判者にな

るというところの中に、「be kind」といって、人として尊重しながら、「be 

specific」、もっと具体的、より具体的であることなど、「be helpful」、良く

していくためにどのような批判をしたら良いかという押さえどころはこんなのが

あるよねというフレームワークをみんなで更に知ったりしながら、子どもたち自

身が良い批判者になっていくということを深められる。いろいろな人たちの角度

で自分自身がもっと知っていくということがしやすくなるようなことに、どのよ

うにより深い学びにプロセスを近づけていくかという話にももっと行けると良い

なと思いました。 

 最後に、自己調整、自己選択ということが今回、一番聞いたキーワードかなと

思います。自分に合った学び方を知るということ、そのために環境を作っていく

ことというのが子どもたちからもたくさん出ていましたし、今回のいろいろな専
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門家の先生方からもありましたので、どこまで枠組みを作ってどこまで作らない

かというのが、人によって、子どもたちによって環境は変わると思うので、みん

なで更にそのバリエーションの引き出しを深められるような場面を増やしていっ

ていただきたいと改めて思いました。毎年、非常に進化していますので、更に来

年度以降も期待しています。ありがとうございます。 

 

 森委員、ありがとうございました。まさに課題の発見、課題の解決もそうです

が、今回、子どもの声を聞けたということで、やはり豊かな体験が大事、それを

大切にしたい、仲間と関わり合うことを大切にしたいという子どもの声もありま

したし、まさに振り返りについても、溝上教授からは、デジタル学習基盤の活用

は必須であるという話を聞いていますので、ぜひ自己調整も含めてデジタルの活

用、１人１台端末を活用して子どもたちと一緒に学びを創造していくことができ

たらなと思います。そのためにも、子どもの声を聞いたり、企業や専門家の話を

一緒になって共創していくというのは非常に意義深いものだと思いますので、こ

れからも更にブラッシュアップしていけたらなと思っております。 

 

 ほかにございますか。 

 

 御説明ありがとうございました。私も一部ですが、８月20日に参加させていた

だきました。そのときに、たまたま近くに座ったほぼ知らない教職員同士が同じ

テーマで、「自分のところはこのように取り組んでいるのだよ」、「そういった

方法があるのだね」など、お互いに話ができる良い機会であったと思います。お

話を聞いていると、どうしても自分の学校の中でのお話はいろいろできても、な

かなかほかの教職員、同じようなケースに取り組んでいる教職員と意見交換をす

る機会がそうはないというようなお話も伺いました。そのため、こういった形で

その場でディスカッションができる、そういった横浜市教育課程研究委員会研究

協議会であったのは良かったなと思っております。そのため、これからもできれ

ばいろいろなテーマでそういった形、どうしてもこの時期に一回できるかどうか

というスケジュールにはなってしまうと思いますが、いろいろな方が参加して、

御自分だけの話ではなく、ほかの方と会話することで深めていっていただく。そ

ういった機会が続いていくと良いなと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 

 ほかにございますか。よろしいですか。 

 それでは、ほかに御質問がなければ、次に「令和６年度いじめ防止対策推進法

に基づく重大事態調査の実施状況について」、御報告をお願いします。 

 

 不登校支援・いじめ対策部長の住田です。「令和６年度いじめ防止対策推進法

に基づく重大事態調査の実施状況について」、御報告いたします。説明は不登校

支援・いじめ対策課担当課長より行います。 

 

 不登校支援・いじめ対策課担当課長の幸柳でございます。それでは、御報告さ

せていただきます。お手元の記者発表資料を御覧ください。横浜市では、令和６

年３月に公表したいじめ重大事態の調査結果を踏まえ、現に発生している事案の

速やかな調査移行を徹底してまいりました。今回の公表は、令和６年度中に調査

が終了した事案について、調査結果等を集約して公表するものです。 

 「１ 今回の公表事案」ですが、対象は８件です。このほか２件について、令
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和７年２月に報告書を個別に公表済みであり、６年度は計10件の調査が終了いた

しました。なお、これらの事案では、調査開始時点で法律の要件に該当するため

重大事態調査を行ったものですが、現時点で安定的に学校に通えている児童生徒

が多くなっております。 

 次に、「２ 重大事態調査の実施状況の振り返り」ですが、大きく３点を課題

と考えております。２ページをお開きください。１点目は、「（１）いじめの認

知と重大事態への移行のタイミング」です。８件のうち６件では、児童生徒・保

護者からのいじめの訴えの後、学校が組織的に対応しており、重大事態調査にも

速やかに移行しておりました。一方で、令和５年度時点で学校において速やかに

いじめ認知が行われず、重大事態調査への移行も検討できていなかった事案がご

ざいました。こうした事案については、下の枠内にあるとおり、横浜市いじめ問

題専門委員会からも、組織的・継続的な支援の必要性や、今年度新規導入した

「いじめ対応情報管理システム」を活用した迅速かつ実効的な支援の必要性を御

指摘いただいており、早期察知・早期支援を強化していきます。 

 ２点目は、「（２）早期の組織的対応の徹底と事実等の確認」です。横浜市で

は、早期に学校での組織的対応を開始するため、いじめの存在が疑われる段階、

疑いの時点で学校いじめ防止対策委員会を開き、積極的にいじめの認知を行うこ

ととしております。認知の後、事実確認を行いますが、児童生徒間の言い分が食

い違うことや、いじめを受けた児童生徒・保護者が追加の聴き取りを望まれない

ことなどにより、結果として事実関係を確認できない事案が少なくないのが実情

です。このような実情を踏まえつつ、早期の組織的対応と正確な事実関係の確認

のための努力を継続しながら、児童生徒・保護者と事実や状況を共有し、児童生

徒の成長に向けて共に考え、支援していけるよう取り組んでいくことが重要だと

考えております。この点については、下の枠内にあるとおり、横浜市いじめ問題

専門委員会から、事実確認の前提となるいじめの「認知」について、文部科学省

の基本方針に曖昧さがあることが示唆されており、他都市の状況も検討しなが

ら、より良い方策を検討してまいります。 

 ３ページをお開きください。「（３）調査の実施と不登校支援」です。８件の

うち６件はいわゆる不登校重大事態となっておりますが、うち４件は別室登校や

特別支援教室・ハートフルの利用等により、不登校状態の解消の方向に進んでい

る、又はその兆しがあることがうかがえます。一方で、そのほか２件は転校に至

った事案であり、いじめを受けた児童生徒・保護者の安心感をいち早く育めるよ

う、複数の教職員による見守り体制の構築や柔軟なクラス替えなど、事案に応じ

た対策を実践していく必要があると考えております。この点については横浜市い

じめ問題専門委員会から、不登校重大事態における「調査」と「支援」を並行し

て進めながら、苦しんでいる児童生徒に必要な支援を提供していってほしいとの

御意見をいただいており、引き続き一つひとつの事案において、いじめを受けた

児童生徒・保護者に寄り添って対処してまいります。 

 「３ 令和７年度の取組」として、不登校支援・いじめ対策部を新設し、学校

による早期対応を支援・指導するチームを増員する等、体制を強化しました。ま

た、重大事態に至る前から、学校と教育委員会が情報を共有し、例えばいじめに

よる欠席が10日になったいじめの疑いがある児童生徒をシステムで抽出し、学校

に対して登校再開に向けた働きかけを促すなど、重篤化・長期化を防ぐ取組も始

めております。横浜市としましては、改定した「横浜市いじめ防止基本方針」に

基づき、いじめを絶対に許さない意識を保護者や地域の皆様と共有し、いじめを

「しない」、「させない」、「見逃さない」安心できる社会を実現できるよう、

取り組んでいきます。 
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 資料の４ページには、令和６年度に調査終了したいじめ重大事態の一覧を掲載

しております。１件、いじめを受けた児童生徒・保護者の意向により、事案の概

要を非公表としている事案がございます。５ページから７ページにかけましては

横浜市いじめ問題専門委員会からの答申を、８ページにはいじめ重大事態に関す

る調査決定の公表ガイドラインの抜粋を載せさせていただいております。また、

別紙、（参考）として、令和７年８月末時点でのいじめ重大事態調査の実施状況

を入れさせていただいております。報告は以上でございます。よろしくお願いい

たします。 

 

 説明が終了しましたので、御質問があればお願いします。 

 

 報告ありがとうございます。この報告の中身の資料を拝見すると、共通の課題

というのが見えてきた感じがします。多くの学校で兆候を早くつかんで組織的対

応ができている学校がある一方で、認知や移行に時間がかかってしまう、結果的

に対応が遅れてしまうというケースの学校もある。この違いは、個別の学校の姿

勢の問題というよりも、構造的な問題だと私は捉えています。その意味で、２ペ

ージ目、３ページ目に書いてある横浜市いじめ問題専門委員会からの御意見も含

めて「（１）いじめの認知と重大事態への移行のタイミング」「（２）早期の組

織的対応の徹底と事実等の確認」「（３）調査の実施と不登校支援」というのは

全部つながっていると思います。そのため、システムも整えていただいています

し、チームの体制も強化すると言っておられるので、伴走型の支援というのをど

のようにシステマチックに動かすかということをぜひ急ぎ検討して着手していた

だきたいなと思います。 

 もう１点、横浜市いじめ問題専門委員の方がおっしゃっておられる文部科学省

のいじめの「認知」の基本方針の曖昧さというのも、ここに書いてあるだけでは

解決しないので、横浜市として何か一定のチェックリストを作って自発的・自主

的にスタートできるような、そういうこともぜひ検討に加えていただいて、文部

科学省任せにしないということが大事ではないかと思いますが、いかがでしょう

か。 

 

 不登校支援・いじめ対策部長の住田です。本当にごもっともな御意見だと思っ

ております。ありがとうございます。まず、学校ごとに差があるものは、学校任

せにせずに教育委員会事務局の問題として捉えてほしいとお聞きしておりまし

た。私も全くそのとおりだと思っておりまして、今できることとしまして、学校

教育事務所に専門チームを配置しておりまして、そこで速やかに学校支援・指導

ができるような体制を取っていますが、一例としましては、導入いたしました

「いじめ対応情報管理システム」の活用例ですが、学校と教育委員会事務局がす

ぐに情報を共有できるものですので、例えばいじめによる欠席が10日となってい

ると。10日では実際には不登校重大事態の範ちゅうではないですが、システムで

抽出したことによって、速やかに登校再開に向けた働きかけをするといったこと

で重篤化・長期化を防ぐような取組を進めておりますし、進めてまいりたいと思

っております。 

 また、もう１点の「認知」の曖昧さというところでございますが、横浜市では

早期に学校での組織的対応を開始するために、いじめの存在が疑われる段階で学

校のいじめ防止対策委員会を開いて積極的にいじめの認知を行うとしておりま

す。一方で、事案の性質から、事実関係が十分になし得ない場合も少なくありま

せん。それも事実、実情ですので、横浜市いじめ問題専門委員会からの御意見に
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もあるとおり、悩みや傷ついている児童生徒への支援を実施していくことと並行

して、「認知」の概念や事実確認の方法等を改めてしっかり整理し、学校と共有

を図っていくという、そういう必要性を感じております。 

 

 ありがとうございます。ぜひお願いします。 

 

 ほかにございますか。 

 

 御説明どうもありがとうございました。いじめ防止対策ということで、早期発

見・早期対応もしっかりと取り組んでいくということで、不登校支援・いじめ対

策部を新設したということで、このような手立てを行っていくことは非常に良い

ことだと思います。ただ、今までもたくさんのことが行われていて、それでもや

はりなくならないというところを考えると、これをまた常にブラッシュアップし

ていくことを考えていかなければいけないかなと思います。そして、私が思うの

は、いじめ防止対策ということを考えると、いじめが起きたときにどうするか。

早期発見ということですが、その前段階と言いますか周りを囲うという立場か

ら、やはりいじめを起こさないような例えば環境作り、人的環境、学校で具体的

に言うとクラス作り、学年作り、学校作り、そういったところをしっかりと取り

組んでいくことでいじめ防止につながるのかなと思いますので、今はもちろんい

じめがあったのを、すぐに安心・安全を確保するためにいじめ防止対策を作っ

て、これはとても良いことですが、やはり安心できる環境作り、集団作りなどに

もこれからは力を入れていただきたいなと思いました。 

 

 不登校支援・いじめ対策部長の住田です。御意見ありがとうございます。まさ

に教育委員会事務局としてできること、学校としてできること、いじめ防止に向

けて様々考えていかなければいけないと思いますし、まず仕組みとしては、例え

ば横浜子ども会議の取組を仕組みとして作ります。その中で、学校がどういった

ことができるだろうか、子どもたちが自らどういったことができるだろうかとい

う発信に取り組んでいくというのも一つだと思っております。もちろん施設面

や、もっと仕組みを整えるということも当然念頭に置きながら、いじめ防止をし

っかり行っていくということを考えていきたいと思いますし、先日、横浜子ども

会議の区の交流会がありました。緒方委員にも参加していただきましたが、その

中で私もはっとしたのですが、子どもたちが毎年いじめの未然防止のために様々

な取組をしています。それは事実として素晴らしい取組を皆さん行っているので

すが、一方いじめはなくならない、なくなっていないという現実があります。そ

のため、本当にその取組自体がいじめの未然防止に役立っているのかということ

を検証しなければならないという意見がありました。まさにもっともだなと思っ

ていまして、ぜひそういったことも踏まえて学校現場で、また、教育委員会事務

局が検証ということにしっかり取り組んでいかなければいけないと思っておりま

す。 

 

 ほかにございますか。 

 

 御報告ありがとうございます。私が今回この資料を読んで一番課題に感じてい

るのは、２ページ目の「（１）いじめの認知と重大事態への移行のタイミング」

の８行目から９行目のところですが、学年単位等で生徒の登校再開に向けた働き

かけを行っていたものの、学校いじめ防止対策委員会等を活用した組織的な情報
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共有がなされていなかったとあります。ここが非常に悔しいです。これだけそう

ならないようにということを何年も発信してきたことだと思いますし、実際にそ

れに取り組んできている学校もたくさんあると思いますが、まだこのように学年

だけで、場合によっては学級だけで解決しようと思うところがあるとすると、な

ぜそのような心理になっていくのかなというところも含めてまだ考え続けなけれ

ばいけないですし、まだ不十分なところがあるということだろうと思います。も

しかしたら自分たちが持っているリソース、取り組めること、知っていることの

見方だけで何とかなると思っているところがあるとするならば、どれだけ会議が

ただ会議のためのものではなくてその意味があるのかみたいなことなどを、改め

て組織的に対応することの意味ということももう少し更に理解を深めていただく

ようなことをしていただく必要があるのかなと思います。綿引委員から組織的に

という話がありましたが、組織的な対応ができているところできていないところ

でかなり差が出ると思うので、引き続きそこはぜひお願いしたいなと思います。 

 もう一つが３ページ目の「（３）調査の実施と不登校支援」の「複数の教職員

による見守り体制の構築や、柔軟なクラス替えなどの事案に応じた対策を実践し

ていきます」というところについてです。いろいろな方々のお話をお聞きする中

で、学校ごとに、若しくは管理職ごとに判断の基準にかなりばらつきがあるなと

いうのも感じる場面があります。そのため、改めてお願いですが、教職員の皆さ

んや管理職の皆さんが、まずどのような選択肢が教育委員会事務局として用意し

てあるのかということを知った上で、なぜその選択肢があるのか、選択肢を改め

て知るということと、その情報が子ども自身や保護者にどのように伝わるように

するかということも改めて考えていただきたいなと思います。多分、伝えている

つもりで、一回配ったなど、こういうことができますと一回伝えたということは

行っていると思いますが、「伝えた」が「伝わる」ではないケースが結構あるな

と思いますので、そこが二つ目です。 

 あとは、先ほど自己選択の話もありましたが、子ども自身が選択しづらい環境

や言いづらい環境などでそこで止まってしまうケースもあると思うので、環境

と、あと、最後が判断基準のところですが、あまりにも変動要素が多いので、こ

ういうときはこうすれば良いというそんな単純な仕組みにしてしまうと、逆に弊

害が起きてしまうことは重々理解していますが、子どもの心を守ることを最優先

に何をしたら良いのかという判断を見誤らないように、引き続き教育委員会事務

局としてもできる支援をお願いしたいと思います。 

 

 不登校支援・いじめ対策部長の住田です。様々な御指摘・御意見、本当に真摯

に受け止めて対応していきたいと思います。二つ、組織の問題と、子どもの意

見、子どもからの表明のしやすさと捉えたのですが、一つ、組織の問題にしまし

ては、学校ごとのというところがどうしても今回もまたあったと考えておりま

す。ただ、一つ、昨年度、指導主事が全校の学校いじめ防止対策委員会に参加す

るということが行われておりまして、そのこと自体は現場の声として非常にあり

がたいと思います。その中で分からないことを、ほかの横の事例などといったこ

との御意見を頂いてありがたいということも聞いております。困っている学校、

若しくはいじめの認知のことについてお困りの学校というのはまだまだ多いと思

っていますので、そういったところに今回のチームも含めて積極的に学校いじめ

防止対策委員会に入っていくというのは一つ手立てになるのではないかと思って

おります。 

 また、いじめのことを子どもが素早く相談できるという体制につきましては、

様々な場面で子どもの生活アンケートも含めてどういった手法で子どもからの投
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げかけ・訴えを増やしていけば良いのかということは今検討しているところでご

ざいますので、子どもからなるべくハードル低く訴えができるような、そういっ

た仕組み作りをしていきたいと思います。 

 

 御報告ありがとうございました。私から２点ほど気になったところをお話しさ

せていただきます。まず１点目ですが、４ページに、いろいろな個々のケースで

の再発防止策という形で記載していただいております。この再発防止策というの

は、実際にいじめを受けた方、生徒児童に対してまた再びそういったことが起き

ないようにというための再発防止策ではあると思いますが、ほかの学校若しくは

ほかのお子さんに対していじめが起きないようにするためにも、こういったこと

を取り組む必要があると思っています。実際に教育委員会事務局として、当該校

以外の方にもこういったことがあらかじめできるようにしておいてくださいとい

うのをどのような形で伝えられていくのか。様々な指導主事の方が各校を回られ

ているというお話も伺っています。ただ、具体的に学校の環境としてどのように

することでいじめを防ぐことになるのかというのを伝えておくのも重要なことだ

と思っているので、その辺りはどのように取り組まれようとしているのかという

のをまず１点伺いたいのと、あと、私はこの間、横浜子ども会議区交流会に参加

させていただいて、毎年出ていらっしゃるわけではない、その年の交流会になっ

ていて、先ほど説明があったように、今まで開催していてそれがどのような効果

だったのかがそれぞれで分からないような流れになってしまっていたと思いま

す。児童生徒から、これを取り組むといじめが起きないのではないか、若しくは

少なくなるのではないかというように、いろいろな意見も出ていたと思います。

それを実際に学校で取り組まれるような担保が取れているのか。そして、昨年ま

で行っていた取組がどうだったのかというのは、やはりそのときの交流会に出席

される児童生徒に伝えていく必要があると思っているのですが、その辺りは今後

どうされていくおつもりがあるのかというその２点、伺わせていただければと思

います。 

 

 ありがとうございます。まず、１点目の再発防止策は、植木委員のおっしゃる

とおりだと思っております。今後、具体的にどのように伝えていくかというとこ

ろですが、先ほどの指導主事が学校に入るといったところはまた継続して行って

まいりますし、今のチームで、例えば再発防止の取りためた知見をたくさん集め

ているところがございますので、そういったものをまた学校に届けたり、いろい

ろな手立てに役立てていただきたいというようなものも今作っているところでご

ざいます。そういった形で学校に支援していければなと思っております。 

 ２点目の横浜子ども会議区交流会の件ですが、交流会で終わりではなく、そこ

に参加した子どもたちは学校の代表として参加しておりますので、それを学校に

持ち帰り、今度は学校全体で取り組んでいくということを行っております。ま

た、今年度、「横浜市いじめ防止基本方針」の改定がございましたので、この後

令和８年２月までに各学校の学校いじめ防止基本方針を作成していくことになっ

ております。その中で子どもたちの取組、子どもたちの意思や思いなどを反映し

ていくということになっておりますので、そういった形で子どもたちの学んだこ

とを、今の学校の中に戻していくものもそうですし、次年度につなげていくとい

ったことも考えております。 

 

 不登校支援・いじめ対策部長の住田です。多少補足させていただきますと、４

ページのところに出ている再発防止策は、学校ごとの再発防止策です。それぞれ



13 

策部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植木委員 

 

 

 

泉委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の個別の案件に対する再発防止策を個々に取りまとめております。今の話の補足

となりますが、こういったものの知見を、例えばですが、しっかりとチェックリ

ストのような形で一覧にして表すことで、それぞれの学校が困ったときに、しっ

かりその部分ができているかどうなのかということが分かるような、そういった

再発防止の取組を進めていきたいと考えています。 

 また、横浜子ども会議のことですが、子ども会議というのは学校の中で年間を

通じて行われています。区の交流会はその一場面であって、そこでの交流を通し

てまたそれを更にこの半年間ブラッシュアップしていくという取組になっている

のですが、先ほども私から少し申し上げましたように、実際のその活動や意見の

会議などが効果を奏しているのかという検証を今後求めていく必要があると思っ

ておりまして、学校自ら取り組んでいただいているところはそれで良いのです

が、検証することも必要ですということをこちらから発信していきたいと思って

います。それによって、また来年度の取組に横浜子ども会議をつなげていくとい

うことに、年間を通じてつなげていくというサイクルを回していきたいと思いま

す。 

 

 ありがとうございます。いろいろな取組を続けていくことで、少しでも悲しい

思い、嫌な思いをするお子さんが出ないように、どうぞこれからもよろしくお願

いいたします。ありがとうございました。 

 

 御説明ありがとうございました。私からは１点、具体的な質問になりますが、

３ページの「（３）調査の実施と不登校支援」の一番最後の行ですか、「調査」

と「支援」を並行して進めながら、重大事態に「対処」していくことがとても大

事だということを横浜市いじめ問題専門委員の方がおっしゃっていて、恐らく不

登校重大事態の対応としまして、複数の教職員による見守り体制の構築や、柔軟

なクラス替えなどの事案に応じた対策を実践していくということが書かれていま

した。この複数の教職員による見守り体制というのは、比較的いろいろな学校で

初期に取り組まれることかなと思いますが、一方で、柔軟なクラス替えなども行

うというのは、被害に遭ったお子さんの救済という効果においては非常に高いも

のがあると思うのですが、一方で、まだ私たちの国ではそんなに取り組まれてい

るわけでもなく、周囲に与える影響がとても大きいような対応策なのではないか

という印象を持ちました。柔軟なクラス替えをスムーズに行うためには、やはり

周囲の子どもたちや保護者、いわゆるいじめ案件で言いますと、傍観者や周囲に

いるような方々の理解がとても必要なのではないかという印象を持ちました。 

 その中で、こういった案件に対する個々の事案の対応と、あともう一つ並行し

て学級や学校の風土や理解の醸成というのがとても重要だということを思うわけ

ですが、いじめかもしれないという疑いが起こった時点でとにかく被害者である

と思われる方をまず守るという対策案を有効に取っていくためには、周囲の同意

や周囲の風土作りがとても大事だと思います。ここに書かれていることを実現す

るためには大事だと思うのですが、そのための何か対応策やお考えというものは

ございますか。少し分かりにくかったと思いますが、結局は資料に書いてある

「調査」と「支援」を並行して進めることがとても難しいということが自分でも

実感としてあります。調査の段階というのはまだ事実も曖昧ですし、しっかり分

かっていないから、本当は被害者か加害者かを決め切ることができない状態。で

すが、被害者支援を並行しなければならないということを、どのように実質的に

進めていかれるのか。何か対策案などお考えはありますかという質問になりま

す。 
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 不登校支援・いじめ対策部長の住田です。泉委員の今の御質問・御指摘は教育

委員会事務局も本当に悩んで、横浜市いじめ問題専門委員会にも御意見をいただ

きながら、事実認定と支援というものが果たして両立するか。事実が分かってい

ないのにどのように支援をするのかというところ。ただ、明らかに苦しんで学校

に来られない状況になっている児童生徒がいるということも事実ですので、いじ

めの調査、その事実が認定できない、確定できなかったとしても、やはりその支

援は行うべきだと考えております。その中で今、風土、例えばクラス替え一つに

しても様々な、児童生徒だけではない、保護者の方も含めた理解というのが当然

必要になってくると思います。今、一つここで言えるのは、横浜市いじめ防止基

本方針というものを改定いたしました。この後、学校が今、改定作業に入ってお

りますが、各学校のいじめ防止基本方針というのが子どもの意見を基に作られて

いくことになっています。その中で、具体的なクラス替えなど、そういったこと

も踏まえて、そのような意見も聞きながら、各学校がいじめ防止基本方針を策定

し、その共通理解の下でいじめの防止若しくは支援を行っていくと教育委員会事

務局は考えておりますので、細かい部分になりますが、そういった子どもの意

見、保護者の意見などを聞きながら、各学校でどのように取り組んでいくかとい

うことが浸透していくように努めてまいりたいと思います。 

 

 よろしいですか。ほかに御質問がなければ次の案件に移りたいと思います。 

 「教職員の不祥事と『学校を安全・安心な環境にするための総合対策』につい

て」、所管課から御報告いたします。 

 

 それでは、教育行政監の三島から説明させていただきます。教職員の不祥事を

受けた総合対策についてになりますが、まず、改めてこのような事態を引き起こ

してしまったことを市民の皆さんに深くおわび申し上げたいと思います。 

 教職員による性暴力は、決して許されるべきものではございません。小学校教

諭につきましては依然として接見できておりませんが、事実関係が確認でき次

第、懲戒処分を行ってまいります。本市で定めております懲戒処分に関する指針

においても、児童生徒に対するわいせつ事案は懲戒免職という最も重い処分しか

ない旨を定めております。本件についても厳正に対処してまいります。 

 今回の事案が発覚して以降、最優先に考えておりましたのは、学校の安全・安

心を守るために今できることは何かということでございます。教職員による性暴

力から子どもたちを守るため、様々なリスクを想定し、検討を進めてまいりまし

た。有識者の知見も頂きながら、また、民間や他都市の事例も参考に、対策のい

ち早い導入に取り組んでまいりました。今回、総合対策としてまとめております

が、より実効性を高めるために、現場の声を聞きながらブラッシュアップし続け

るものだと考えております。決して妥協せず、粘り強く取り組んでまいります。

この間、少しでも学校現場の意見を反映させようと、各校長会や、担当者会等で

議論を行ってまいりました。今後とも様々な機会を活用して意見交換させていた

だいて、現場の取組を教育員会事務局が支援することに注力していきたいと考え

ております。 

 子どもたちを守るためには、教職員も教育委員会事務局も心を一つにして取り

組んでいくほかありません。令和７年７月15日には有識者から構成される対策検

討委員会を立ち上げ、７月18日の教育委員会でも御報告させていただき、更に８

月26日には市会の常任委員会においても御議論いただきましたが、本日も教育委

員の皆さんから御意見を頂いて対策をより良いものにしていければと考えており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。詳細につきましては、法務ガバナンス
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室長の原田より御説明差し上げます。よろしくお願いいたします。 

 

 法務ガバナンス室長の原田と申します。よろしくお願い申し上げます。それで

は、資料に沿って概要を説明させていただきます。恐れ入りますが、２ページを

御覧願います。「１ 教員不祥事の概要について」、「（１）小学校教諭の逮捕

について」でございますが、令和７年６月23日に盗撮等により逮捕、また、７月

22日にはわいせつ行為等により再逮捕され、それぞれ起訴されております。現時

点でも当該教諭と接見ができておりませんが、事実関係が確認でき次第、厳正に

処分してまいります。 

 ３ページを御覧願います。「（２）中学校長の送検について」ですが、当該校

長は、令和７年６月13日に電車の中で女性２名を盗撮し、乗り合わせた乗客によ

り取り押さえられ、戸部警察署に任意同行されました。その後、８月７日には横

浜地方検察庁に書類送検されております。当該校長につきましては、８月22日付

で懲戒免職処分となっております。 

 ４ページを御覧願います。「２ 対策検討に当たっての考え方」でございます

が、令和７年７月15日に有識者による対策検討委員会を設置して以降、本市での

事案を踏まえ、更に他都市等で発生している事案も視野に入れ、あらゆるリスク

やケースを想定し、この間、総合的に対策を検討してまいりました。検討に当た

っての考え方ですが、記載の四つの視点となっております。特に左下の図でもお

示しいたしましたとおり、スピード感を重視し、夏休み明けの始業に間に合わせ

るように、できることは全て行うということを目指して対策を講じてまいりまし

た。今後とも学校現場の声を生かしながら、更に学校が主体的に取り組めるよう

全力で支援してまいります。 

 ５ページを御覧願います。「３ 対策検討委員会委員」ですが、記載の有識者

６人の方々を委員として委嘱し、専門的な知見で様々な助言を頂いております。

最下段の希咲未來さんにつきましては、若年女性支援の活動をなさっていて、教

職員向けの研修等に御協力いただき、８月に追加で委嘱しております。 

 ６ページを御覧願います。「４ 対策強化のための重層的アプローチ」です。

対策を実施するのは、採用前、採用時、採用後の三つの段階が考えられますが、

左下に記載した有識者の見解等を踏まえまして、特に採用後の対策に注力した取

組を検討しております。具体的には、右の図の中に記載いたしましたとおり、

【人的】【物理的】の両面から抑止策を総合的に推進することとし、物理的アプ

ローチ、児童生徒アプローチ、教職員アプローチの三つの観点から検討を進めて

まいりました。 

 ７ページを御覧願います。「５ 実施・検討中の主な対策」でございますが、

今申し上げました三つのアプローチで全13項目の具体的な対策を進めておりま

す。本日はこのページで、現時点での進捗も含めまして概要を説明させていただ

きます。 

 まず、教職員アプローチですが、①、②については研修に関するものになりま

して、「①犯罪学から学ぶ不祥事防止に向けた環境づくり」につきましては、対

策検討委員のうち神奈川大学の新海教授を講師といたしまして、犯罪学の視点か

ら、既に令和７年８月26日に学校長を対象とした集合型研修を実施いたしまし

た。さらに、学校において教職員向けの研修に活用する三つの研修動画を作成

し、その動画の１回目に新海教授と希咲委員との対談を収録いたしております。

このように、今までにない視点で教職員自らが考えるきっかけとなるように実施

してまいります。「②学校組織マネジメントと人材育成」につきましては、同じ

く対策検討委員の学校法人桐蔭学園理事長の溝上教授を講師といたしまして、主
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に学校組織マネジメントの視点で不祥事を防止するということに関する校長向け

の研修を令和７年９月24日に、こちらも集合型で実施する予定としております。

③と④につきましては、いずれもコミットメント型と記載いたしておりますが、

こちらは教職員が児童生徒等に宣言・約束することで意識・行動の変容につなげ

ていこうとするものでございます。「③コミットメント型啓発手法の展開」につ

きましては、他都市での先行事例を参考にしておりますが、本市では更に人々の

行動をより良い方向に促す行動経済学の「ナッジ」という心理的な手法を活用す

ることで、より効果の高い取組になることを目指しております。この分野に精通

している大阪大学の大竹文雄教授からも直接助言を頂きながら検討を進めている

ところでございます。なお、「④ＩＣＴを活用したコミットメント型注意喚起に

よる不祥事防止メッセージの発信」につきましては、７月31日と８月25日に試行

しております。「⑤教職員向け『LINE相談窓口』の開設」につきましては、今ま

で午前９時から午後５時までだった相談時間を午後10時まで対応可能とし、LINE

と電話の双方で相談を受けられる仕組みといたしました。こちらにつきましては

９月３日に開設いたしております。 

 続きまして、児童生徒アプローチになります。こちらは子どもたちの安心と人

権を守るという点で重視しているところでございます。「⑥『いのちの安全教

育』の推進」ですが、児童生徒が性暴力に関する正しい知識や対処法を身につけ

られるよう、11月末までに共通の指導資料を用いて全児童生徒を対象に授業を実

施いたします。「⑦一人一台端末や専門職等を活用した子どもたちのＳＯＳの早

期察知」でございますが、１人１台端末からセクシュアルハラスメント相談窓口

に直接アクセスできるようにするなど、子どもたちのＳＯＳの早期察知を強化し

てまいります。「⑧児童生徒向け専門相談窓口の充実」につきましては、既に夏

休み初日の７月22日に開設いたしましたが、性被害に特化した相談窓口につい

て、相談フォーム、電話相談のいずれでも対応できる環境を整え、現在も運用い

たしております。「⑨複数の教職員での見守り・相談体制」に関することで、チ

ーム学年経営・チーム担任制を展開することによりまして、児童生徒の視点から

複数の教職員に相談しやすい体制づくりを進めてまいります。 

 最後に、物理的アプローチになります。「⑩情報機器等の利用及び写真等の撮

影に関するガイドラインの策定・展開」でございますが、既に使用端末を原則、

業務利用禁止とすることはルールとしてございますが、その運用を適切・円滑に

行うためにガイドラインを策定いたします。近日中には学校へ通知する予定とい

たしております。その上で「⑪使用携帯端末の業務利用禁止及びその代替手段の

検証」について、例えば校内Wi-Fiを活用した無線インターホンを試行的に設置す

る等の検証を実施してまいります。「⑫画像・動画データ等の適正な管理・運用

対策の構築」でございますが、学校活動の記録のために撮影したデータ等につき

まして、クラウド環境や学校管理の共有サーバーで一元管理する環境を構築して

まいります。「⑬専門業者による点検・隠しカメラ捜索機器の導入」ですが、あ

らゆるリスクを想定し、児童生徒や保護者の皆様の安心につなげるために、専門

業者による点検を行うとともに、学校の自主点検で使用するために隠しカメラ探

査機器を導入いたします。専門業者による点検ですが、令和７年８月21日に当該

の小学校で実施し、不審物は見つかりませんでした。今後はいわゆる抜き打ち検

査を行うことによりまして抑止力を高められるように、実施方法を検討してまい

ります。また、隠しカメラ探査機器につきましては、既に約40台を学校教育事務

所等に配備いたしましたので、学校が活用することによりまして、今後、自主点

検の精度を高めてまいります。 

 なお、８ページ以降につきましては、それぞれの対策の詳細について記載して



17 

 

 

 

 

 

 

住田不登校支

援・いじめ対

策部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

原田法務ガバ

ナンス室長 

 

下田教育長 

 

緒方委員 

 

 

 

 

 

丹羽学校教育

部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緒方委員 

 

 

おります。特にこの間の学校現場の声と有識者からの助言を踏まえまして対策を

検討した内容となっておりますので、御確認願います。先ほど説明させていただ

きました概要のうち、既に令和７年７月22日から運用を行っております相談窓口

の状況につきましては、不登校支援・いじめ対策部長から補足で説明させていた

だきます。 

 

 不登校支援・いじめ対策部長の住田です。新設した窓口の相談状況と内容につ

いて御説明申し上げます。今回開設しました窓口には、これまでに８件の相談が

寄せられております。スクールソーシャルワーカーがしっかりと折り返してお話

を聞くという体制を取っておりますが、全てもうこれ以上話したくないというよ

うな相談内容でしたので、実際にはそこまでのことができていないです。個別の

事案のことについて詳しく申し上げることはできませんが、セクシュアル・ハラ

スメントを含めた性の相談に関する被害の相談が５件、そのうち教職員に関する

相談は３件でございました。当該事案のその３件につきましては、確認の結果、

教職員からの性被害ではありませんでしたが、所管課を通じて学校に確認して、

安心して登校できる、そういった環境を整えてまいります。 

 

 長くなりましたが、資料の説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

 

 説明が終了しましたので、御質問があればお願いします。 

 

 御説明どうもありがとうございました。今回のこと、本当に許し難い事案だと

思っております。横浜市で働く教職員のほとんどが授業のために毎日しっかりと

時間を取り、良い授業ということに努力されているわけですが、現場の教職員

は、今回のこの事案、それから対応策、これまでも夏休み中にされていたと思い

ますが、そのことについてはどのように受け止められているでしょうか。 

 

 学校教育部長の丹羽でございます。各学校の教職員の声ということでしたが、

例えば先ほど御報告申し上げました令和７年度の横浜市教育課程研究委員会研究

協議会の場や、若しくはその振り返りやその他の研修の際などで、様々な機会を

捉えて教職員の声が集まってきています。その中で、やはり日に日に大きくなっ

てきている声としましては、ほかの学校で起こったという認識ではなくて、自分

の学校のこと、若しくは自分自身のこととして捉えようと努めている教職員の声

が大きくなってきております。また、対策についてですが、具体的な案が示され

たことで、改めて校長を中心とした全教職員で不祥事の未然防止に力を入れてい

くことの大切さが確認できたというような声も来ております。このようなことを

踏まえまして、全教職員で話し合って、保護者、児童、地域の皆様の意見等を取

り入れた不祥事防止に向けた取組を校内ルールとして策定し、学校ウェブページ

で掲載しようと準備している学校や、若しくは既に学校内のミドルリーダーたち

がチームを組んで、その学校の中の全教職員を対象としまして不祥事防止プログ

ラム等を自主的に推進している学校が出てくる、そのような情報が集まってきて

おります。以上です。 

 

 このようなことがいつも起きてしまって本当に残念な思いなのですが、教職員

一人ひとりが自分事として捉えていかないと、なかなか解決できない。私は関係

ないという思いがあると、また再発してしまうのではないかと思いますが、そう
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いうことに関して、自分事として教職員が捉えるようにするために、それを促す

ような手立ては何かあるのでしょうか。 

 

 学校教育部長の丹羽です。まさに先ほど声がたくさん集まってきているという

ところでも御説明させていただいたのですが、そういった声が横展開していくと

言いますか、全ての市立学校に情報として提供されていく必要があると考えてい

ます。ですから、各学校の好事例をその学校だけの好事例にするのではなく、全

市立学校で共有していくことで、教職員の意識の向上というものの素地をまずは

作っていきたいと思っています。また、今回示した「学校を安全・安心な環境に

するための総合対策」を一度出しただけではなくて、先ほど教育行政監の説明に

もありましたが、常にアップデートしながら進めていくことが必要だと思ってい

ます。その意味では、学校の教職員や、子ども、保護者、地域の皆様方の声、若

しくはアイデア、そういったものを集めさせていただいて常に改善するようなこ

とを、意識だけではなく全市立学校で共有していく際の仕組みとしていく必要も

あると考えています。そういったことを踏まえながら、先ほどの令和７年度横浜

市教育課程研究委員会研究協議会の御報告でもお伝えしましたが、学校の主役と

いうのは、学校教育の主役というのは子どもたちだということを絶えず発信し続

けながら、子どもが安心して学校に来たり授業に参加したりできるように、学校

と教育委員会事務局が今まで以上に連携し、学校生活や授業の在り方を中心とし

た子ども理解の研究を一層推進していきたいと思っております。 

 

 今、横展開しているというお話が出ていて、私は横展開が必要だと思います。

どういうことかと言いますと、自分はいじめないから大丈夫だという個々の問題

ではなくて、それを横展開、つまり、学校という組織の中で、自分たちの学校か

ら出さない、自分たちの仲間からいじめを出さないというその段階に学校がなっ

てほしい。そのための当事者意識であって、一人ひとりが私は絶対やらないとい

うこと。これはそれぞれ当たり前のことだと思いますが、自分たちの仲間から不

祥事を出さないというその思いが大切だと思います。そのために「LINE相談窓

口」や「児童生徒向け専門相談窓口」を開設していただいて、周りで頑張ってい

るほとんどの教職員が安心して業務に取り組み、そして重大事態を出さないとい

うことを推進していくというのは私は良いと思いますので、それを進めていただ

きたいなと思いました。 

 もう一つ、「いのちの安全教育」というのが今度は児童生徒アプローチという

ことで出ているのですが、これも私はしっかりと進めていけたらい良いなと思い

ます。いじめ重大事態に限らず、子どもたちはいろいろな性犯罪から自分で自分

の身を守るという資質と言いますか、そういうことが必要だと思うのですが、こ

の「いのちの安全教育」をぜひこれから推進していただいて、今回は11月末まで

でしたか、各学校で横浜市が作った資料によって一律に行われるというのは、私

は非常に良いと思いますので、もちろんこういう性被害、加害ということもあり

ますが、子どもたちが自分の命は自分で守る。人の命も尊重できる、尊重してい

かなければいけない。人権教育の領域になってくると思うのですが、その辺りも

子どもたちにしっかりと根づかせていただけると良いなと思いました。 

 

 人権健康教育担当部長の横山でございます。緒方委員、ありがとうございま

す。学校現場からも、この「いのちの安全教育」については、小学校段階、低学

年のうちからしっかりと取り組んでいってつなげていくことが大切という声も頂

いております。今年度取り組んでいる事例も教育員会事務局で把握しまして、今
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後もその事例を学校に戻していって、更に取組が進んでいくようにしていきたい

と考えております。 

 

 ほかにございますか。 

 

 ありがとうございます。対策検討委員会委員と様々な論議を重ねて作られた対

策なので、実効性のあるものだと思いますし、それを着実に実行してほしいとい

うのが一つですが、申し上げたいことは、見せていただいている学校を安全・安

心な環境にするための総合対策というのは、今回起こった性犯罪の不祥事だけを

カバーするものではなくて、学校のいじめの問題も含めた、まさに総合対策だか

らこそ、法務ガバナンス室が担当なさっていると思っています。そのように考え

ると、先ほどのいじめの実態調査のところに出てきているように、学校が二つに

分かれている。迅速にチーム学校でスピーディーな対応ができる学校とそうでな

い学校がある。そうでない学校でこの問題が起こったときに、子どもたちの５件

の声が入ってきたときにどのようにスピーディーに学校として対応して解決して

あげるか、声をどのように受け止めるかという、先ほど申し上げた学校が抱えて

いる構造的な課題に切り込まないと、実効性が本当に担保できないのではないか

と思います。よって、例えば学校で起こった問題は学校の中で解決して、教育委

員会事務局にはできるだけ言わないようにしようと思う。そのようなことはない

かもしれません。もし報告が遅れているような学校の中にそのような構造がある

のでしたら、それは研修ではなくて、本当の意味の組織マネジメントに教育委員

会事務局が手をつけないと解決にならないということです。ぜひこれらの有効な

施策をしっかり取り組んでいただくとともに、いじめの対策チームとの連携もし

っかりしていただいて、学校の構造的な課題というのがどういうことなのか、打

ち手が足りないということはないのか、そのようなことをぜひ教育委員会事務局

全体で考えていただいて、多くの真面目に頑張っている教職員を下支えするため

にもしっかりした対策を行っていただきたいと思います。コメントと言いますか

意見と言いますか、そのように受け止めていただければと思います。 

 

 教育行政監の三島です。本当にありがとうございます。お答えになっているか

どうか分かりませんが、これまで例えば教職員の不祥事があった場合等は、教職

員の人事を所管する教職員人事課が中心になって対応するというようなことが一

般的だったかと思いますが、今回は、もちろん教職員人事課も中心的な役割を担

っておりますが、不登校支援・いじめ対策部もかなり関わっておりますし、人権

担当も関わっておりますし、教育委員会事務局を挙げて連携して対応していこう

というようなことを教育委員会事務局一同考えておりますので、綿引委員の御期

待に添えるようにしっかりと取り組んでまいります。ありがとうございます。 

 

 重ねて、法務ガバナンス室長の原田でございます。綿引委員の御指摘、ありが

とうございます。総論的なお答えになってしまうかもしれませんが、そもそも私

たち法務ガバナンス室は、いわゆる学校現場のリスクを軽減し、学校教育の質の

向上のために作られたと認識しております。そういった意味で言うと、今回の教

職員の不祥事ないしいじめの事案等々につきましては、そういったリスクをどう

いった形で軽減できるかということについて、法務ガバナンス室はいわゆるスリ

ーラインの中の第３ラインということで、より客観的な立場でそこはしっかりと

確認しながら進める。そういった意味で、綿引委員がおっしゃったような分析や

構造的なところにつきましても、しっかりと更に第三者的な視点を持って行うこ
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とが法務ガバナンス室の本来的な業務としてあると思っています。そのため、今

日は個別の事案で御説明しておりますが、あらゆるそういった事案に対して法務

ガバナンス室は第３ラインである客観的な視点を持ちながら、しっかりと行うと

いうことを肝に銘じながら、業務を推進してまいりたいと思っております。御指

摘ありがとうございます。 

 

 ほかにございますか。 

 

 御説明ありがとうございました。資料を拝見いたしました。その上で私からは

１点質問、１点意見を述べたいと思います。まず、質問からです。令和７年７月

の教育委員会会議の際にも述べたことですが、教員をこれから輩出していく横浜

国立大学の教育学部でも、教員養成の初年度の段階から４年間をかけて様々な授

業や実習を通し、将来教員になる学生たちに「児童生徒への性加害を生まない起

こさせない」、そういった意識や風土醸成を行うべく、４年間通してカリキュラ

ムを行うということで整えているところです。ここでいう意識の醸成や風土の醸

成とは一体どのようなものかと言いますと、一つはこれからの学校はゆがんだ欲

望を満たせる場ではないという意識を学生全員が強く持つことです。もう一つ

は、こっそりを許さない意識と、こっそりを見破る鑑識眼を育成していく。そう

いったことの２点をスローガンに大学として取り組んでいるところです。このよ

うな取組は今後、本学だけではなく、教員養成学部を持つほかの大学との情報交

換をしつつ、カリキュラムをブラッシュアップしていくということをしていきま

す。 

 そこで質問になりますが、今、全国で学校教職員の不祥事に関するニュースが

毎日のように報道されているところです。それはそれぞれの自治体で様々な対策

を検討しているものと思います。今回、横浜市教育委員会事務局から提案されて

いる総合対策につきましても、これが完成形ではなくて常に、先ほど学校現場の

意見を反映させてブラッシュアップされていくというお話がありましたが、それ

と同時に、ほかの自治体と情報共有や情報交換をするような機会を持つ予定はあ

りますかというのが質問です。 

 

 ありがとうございます。教育行政監の三島です。まず、そういったほかの大学

との様々な取組をしていただけることはすごくありがたいなと思いながらお話を

伺っておりました。やはりあらゆる段階でできる対策は全部打っていきたいと考

えておりますので、すごく良い話だなと感謝を申し上げます。また、他都市との

関係ですが、今回、総合対策と銘打って出していますが、これも全てが横浜市の

オリジナルかと言いますとそのようなこともなくて、先行する他都市、または民

間の事例などもいろいろ集めてまとめたものでございまして、その中身について

は既にウェブサイトでも公表しておるところ、既に複数の都市からいろいろな御

質問や意見交換などのお電話や連絡等を頂いておるところです。というわけで、

各都市が様々な悩みを抱えているのであれば、その辺りはお互い共有しながら、

対策にはいろいろな切り口、今教育委員会事務局が考えていないような切り口も

恐らく存在すると思いますので、その辺りも柔軟に取り入れながら、気持ちとし

ては既に他都市の知恵も結集しながら作っているつもりでしたが、その視点も忘

れないで取り組んでいきたいと考えております。ありがとうございます。 

 

 ぜひ情報交換、情報共有の機会を持っていただきたいと思います。もう一つ意

見になりますが、今回の総合対策の内容そのものへの意見というわけではなくて
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恐縮ですが、述べさせていただきたいと思います。今回のような種類の被害とい

うのは、当然、被害当事者もそうですが、被害に遭っていたかもしれないと不安

を抱える当事者やその御家族はもちろんのことですが、それを取り巻く関係者、

今回の場合は恐らく当該学校の児童生徒や教職員も少なからず心に傷を作ってい

るものと思います。それは裏切られたショック、あるいは気付くことができなか

った罪悪感といったものを抱えて日々過ごされているのかなということを想像し

ますし、そういった方々は精神的に被損傷性が高い状態にあるといわれます。と

言いますのは、ふだんよりも精神的に傷つきやすい状態、そういったことがある

といわれています。現状のように毎日同じような類いの報道を目にしたり、ある

いは世間の注目が高まったりしている状態であること、それを感じること自体が

こういった方々にとっては計り知れない心的ストレスを毎日積み重ねているとい

うことが予想されます。本当にぎりぎりな状態で日々過ごされているのではない

かと推測し、とても心配でなりません。 

 そこで、まず一つは、今後も引き続き当該校の児童生徒や教職員、保護者への

支援や配慮といったものを強くお願いすることと、もう一つ、こういった教育委

員会事務局における対策、今後出さないための対策を議論するのが非常に重要で

あるということはもちろん言うまでもないですが、一方で、議論が加熱し過ぎて

しまって注目が派生的に広がってしまうことで、被害者及び関係者が二次被害や

強いストレスにさらされている可能性もあるということをぜひ忘れないで、今後

も冷静な議論を進めていただきたいと切に願っております。これは意見になりま

す。 

 

 ほかに御意見等ございますか。 

 

 御説明をありがとうございます。６ページに物理的アプローチ、人的アプロー

チとありますが、実際に現場においてはこういったいろいろなアプローチを基

に、環境アプローチではないですが、どのように自分たちの環境に落とし込んで

いくかという、そこはとても大事なポイントなのではないかと思います。実際に

環境という内容は、物理的なところ、人的なところ、あちこちにちりばめられて

いるので、それは考慮されていると思いますが、重層的アプローチについて御質

問したいと思います。 

 実際に夏休み明けから学校現場の教職員にも総合対策をお伝えしたり、各現場

でも議論であったり話合いは始まっているのではないかと思いますが、具体的に

今どのような議論がなされ始めているのか、もしあれば教えてください。そこが

とても大事だと思いますので、お願いします。 

 

 学校教育部長の丹羽です。各学校での議論の様子ということで、ある学校の例

をお話しさせていただきたいのですが、ある学校では、学校長が自ら子どもにと

って安全・安心な学校とは、若しくは子どもにとって安全・安心な授業とはどの

ような学校かということを子ども自身に問いかけて、子どもを集めて校長と子ど

もが議論する機会を設け、その様子を実は動画に収めて動画を基に教職員が議論

するという、そういった機会を設けている学校がございます。その後、教職員同

士の議論を経てですが、教職員が子どもたちのメッセージを受け取って、自分た

ちの学校は安全で安心なのです、そういう学校に君たちは通っているということ

や、若しくはそういう学校にしていくということを、まさに教職員自らが、校長

が先頭を切って宣誓していくような、そして、その宣誓したものを子どもたちに

提示するようなことの準備を進めているといった学校もございまして、具体的な
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議論がそこまで今、各学校で考えられているという一例でございました。以上で

す。 

 

 ありがとうございます。今みたいに学校全体で、学校長はかなりの危機意識を

持ちながら先頭を切って議論を進めてくださっている、みんなで考えている、そ

して、子どもたちがどうあってほしいかということを基にしていくというところ

はとても大切なポイントかと思います。ほかにもこれから事例も出てくると思い

ますので、どのように取り組んでいくとそんな環境が作っていけるかという部分

をぜひまた共有いただければと思います。何か違和感を感じたら気付ける環境

や、そもそも起きにくい環境を作っていくということと、何か起きないようなリ

スク的な感じの目線で物事を見ていく部分と、当然ながらその議論の中で出てく

るであろうと思うのが、どうしたら学びの部分も萎縮していかないかというとこ

ろを両方考えながら議論が進んでいくのではないかと思いますので、ここを萎縮

し過ぎないような、どのような議論がなされていくかということもまたぜひ教育

委員会事務局としてもサポートしていただきながら、学校の皆さんからすごく良

い事例も出てくると思うので、教えていただきたいと思います。 

 もう一つ御質問ですが、「児童生徒アプローチ」のところですが、少し気にな

ったのが、22ページに有識者からの助言ということで、いくつか大切な助言を頂

いていると思っています。一つは、相談することへの心理的負担を考慮した相談

窓口をということや、子どもは自分の回答が誰にどのように渡っていくのかも気

にしますという御意見と、あと、包括的な機能を持つ窓口を設置するのも有効だ

という、こういったとても大切な御意見を頂いていると思います。右側に書いて

ある内容は非常にシンプルにまとめられていたので、実際に具体的にこの御指摘

の内容をもう少し詳しくということと、あとはどう反映しているのか、していこ

うと思っているのかを具体的に教えていただきたいと思います。例えば個人名を

出しながら相談することは相当負担もあることだと思います。そのようなところ

も少し気になりましたので、教えてください。 

 

 ありがとうございます。不登校支援・いじめ対策部長の住田です。まず、子ど

もたちが夏休みに入ってしまうことを非常に懸念して、こういった相談に乗れる

窓口をすぐにでも開設しなければならないと考えたところで、西谷委員と池宗委

員に御相談させていただき、手法としてまずすぐできるのは電話窓口ですが、電

話窓口によるメリット・デメリット、ハードルの高さ・低さなども示唆いただき

ました。その中で出てくるのは、電話はすぐにはできるけれども、なかなかハー

ドルが高いのではないかと思います。電話で相談するというのは、被害に遭われ

ている方にとって、口に出すというのは非常につらいということを頂いた後に、

相談フォームということを考えました。ただ、相談フォームはチャットのように

その中でやり取りするのは非常にスキルが要求されまして、返しの言葉一つ大変

難しいということを御助言いただいております。その中でできることとしまして

は、匿名で相談できる。電話で専門的な知見を持ったスクールソーシャルワーカ

ーから電話しても良いかどうか、その後電話でやり取りを続けたいかどうかとい

うことも一つその相談フォームの中に記載することになっておりまして、その後

にしっかりとやり取りできる状態を反映させています。それが先ほど冒頭に申し

ました、実際にはそこまでつながっておりません。それが現実だと教育委員会事

務局は認識しているので、今後、この相談フォームは現在、継続中ですが、どの

ような形にするのが良いのか、また、資料にも対策検討委員からの助言としてア

ンケートということがありますが、直接的なアンケートは二次被害を生むという
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ことも言われていますので、どういった形で相談事を今後発出できるようにする

のか。生活アンケートの中で何を項目に入れていくのかということもまたいろい

ろ示唆を頂きながら、二次被害を絶対に生まないという決意の下、こういった相

談体制を構築していきたいと考えております。 

 

 回答が誰にどのように渡っていくかというところについては、相談した後、こ

のように扱いますと言いますのが、右側の相談フォーム画面のところに書いてあ

るのでしょうか。 

 

 実際にどのように扱われていくかということはしっかり書いております。読み

やすいように平仮名であったり、もちろん普通に漢字を使ったものであったり載

せてあります。 

 

 今、一番冒頭に御説明があったように、すごくスピードを重視して作ってこら

れたということと、これを更にブラッシュアップしていきますという話があった

ので、ぜひ実際にどのような状態だともっと相談しやすくなるのかなど、その意

見そのものもフィードバックを得ないとブラッシュアップはできないと思います

ので、そこもぜひお願いしたいと思います。それも考えているのでしょうか。 

 

 現状では今、冒頭８件と申しましたが、そういった８件の中身も含めて今後、

このままずっと継続することが教育委員会事務局も必ずしも良いとは思っていま

せんので、ブラッシュアップの方法も含めてこの取組自体がブラッシュアップさ

れていくものだと思います、そのうちの一つだと考えておりますので、今後も継

続的に取り組むことになっても、そこはしっかりとブラッシュアップしていくと

いうことを考えていきたいと思います。 

 

 不登校支援・いじめ対策課長の並河です。詳細を少しだけ補足させていただき

ます。今の相談フォームの中では、教育委員会事務局につながって、この相談フ

ォームには教育委員会事務局の職員が対応しますということを明記しておりま

す。ただ、専門家からは、教育委員会事務局というだけではなくて、例えばです

が、弁護士につながることでよりそこが守られると言いますか、子どもの権利と

してしっかりと守られることが相手に伝わるような仕組みも必要なのではないか

など、そのようなことを含めて、先ほど森委員御指摘のような御意見を頂いてお

りますので、夏休み前に立ち上げる対策としてはそこまでいかなかったのです

が、今後の仕組みとしては、相談フォームの先で専門家にしっかりつながって子

どもたちが相談フォームに勇気を持って声を上げてくれたときには、救済につな

がるということを仕組みとして作り上げてまいりたいと考えております。以上で

す。 

 

 ほかにございますか。 

 

 いろいろな対策を考えていただいているということは分かりました。今、相談

窓口の件でお話がありましたので、私からも引き続き相談窓口の件で伺わせてい

ただければと思います。まず、いろいろな案件が夏休み中にもあって、今、安心

して登校できる状況につなげられているとおっしゃっていたのですが、これは相

談してきた御本人にはどういった形で伝わるのでしょうか。 
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 不登校支援・いじめ対策部長の住田です。先ほども冒頭申し上げましたとお

り、電話による返しが必要ですかということに、電話はもうしたくないというこ

とがありましたし、また、匿名の電話や相談フォームに入れていただいている方

が非常に多いです。実際には学校、所管課を通して改善を図っているところです

ので、その状態は、教育委員会事務局は誰ということは分からないですが、その

方には当然見えていたり届いているものだと思っております。 

 

 専門家の方の御意見でも、自分の回答が誰にどう伝わっていくのか、そして、

どう処理されたのかというのは、やはり相談する側としてはすごく不安、心配な

ところだと思います。それが結局、自分が相談したことがどう対応されたのかも

分からない状況で、ただ安心して登校できる状況になっていますよというのは、

なかなか納得がいかないのかなと思っているのですが、その辺りはこれからどの

ように改善されていくおつもりでしょうか。 

 

 不登校支援・いじめ対策課長の並河と申します。御相談の中には大きく２種類

ございまして、匿名のものと、名前若しくは学校名だけでも教えていただける場

合というのがございます。学校名だけでも分かる場合には、当然個人が特定され

ればその方にしっかりとどのような対処をしていくのか、今後学校はどのように

変わっていくのかという部分をお伝えしていく対応になりますし、学校名でも分

かれば広く、今学校はこういう姿勢でこういうことに向き合っていますというこ

とを発信していくということで、何らか勇気を持って上げていただいた声につい

ては、お答えを返していくということをしっかり行ってまいりたいと思います。

ただ、現状、今寄せられている相談、先ほど８件と申しましたが、多くがお子さ

ん自身ではなく保護者からの相談、教育委員会事務局は児童生徒向けということ

で窓口を立ち上げましたが、実際寄せられているのは保護者からになりますの

で、今、実際の対応としては保護者に返しているというものが多くなっておりま

す。 

 

 相談を受けて、児童生徒や保護者の方から御相談を受けた内容でどう対応され

たのか、実際にそれがどう動いていくのかというのを、相談した方だけでなくて

周りにも、個人情報が分からないような形であっても、児童生徒向け専門相談窓

口に相談をすれば嫌なことがなくなるというのが分かるような、そういった仕組

みにこれからしていかないと、相談をしたが何の解決にもならなかったというこ

とで、しっかり動いていてもそのような誤解をされると、せっかく相談窓口を作

ったものが残念な結果になってしまうと思うので、その辺りは十分、いろいろな

ケースがあると思いますが、対応していただければと思います。 

 また、今回いろいろな対策を打たれたとあります。新しい取組、専門の方の御

意見を入れて考えているという御報告をいただいているのですが、残念ながら今

までも不祥事事案が起きております。そのたびごとにいろいろな対策を取られて

いる。その対策が功をなさなかった理由というのを考えてからでないと、新しい

形で取組をしたとしても、同じようなことが起きてしまう可能性があると思って

おります。特に、例えば私用携帯端末などを持ち込んではいけないというのは、

決まっていたことだと思います。それがなぜ具体的に守られなかったのか。学校

現場でどうしても私用携帯端末を使わざるを得ないケースというのも今まであっ

たと思っております。それについて今後、今、ガイドラインをまとめられている

ということですが、具体的に学校運営に問題がないように、そして児童生徒の安

心・安全を守るためにどういった形で決めていこうとされているのか、今考えて
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いる方向性等があれば教えていただきたいと思います。 

 

 ありがとうございます。教育行政監の三島です。スマートフォン、私用携帯端

末の関係につきましては要綱が定められております。ただ、とてもシンプルな要

綱で、私用の携帯端末は使用してはならない、ただし、特に許可を得た場合はこ

の限りでないというような条文が定められておりました。植木委員御指摘のとお

り、実際問題として私用携帯端末に頼らざるを得ない部分なども一部にありまし

たので、運用がはっきりされていない状態になってしまっていたというところが

ございます。今回このような事件も発生しましたので、改めてその辺りの取扱い

をはっきりと整理して、抽象的な条文だけですとどうしても解釈に差が出てしま

うというところもありますので、はっきりと駄目な場合、良い場合、使って良い

場合にもどのような手続が必要なのか、その辺りをガイドラインという形で明確

化して全職員に共有していくことによって、徹底していこうというのがまず一つ

ございます。 

 一方で、今申したとおり、実際問題、私用携帯端末に頼っていた部分があった

のを放置したまま一方的に禁止するだけでは、教育のパフォーマンスが低下する

ということも考えられますので、代替策をどのように講じていくのかというとこ

ろも並行して検討していくというのが今回の物理的アプローチとなっておりま

す。 

 

 今まで悪意を持って対応した方が今回こういった不祥事を起こしてしまった。

ただ、悪意ではなくて本当に学校の教育の中で使わなければいけないと言ってい

た方たちの御意見をしっかり聞いてでないと、これは仕方がないよねというよう

な形で、どんどんまたガイドラインが、仕方がないことだからというようなこと

で守らないでも良いような形に皆さんが思ってしまうような事態にならないよう

に、そのところは、今の実態と、なぜ今まで守らないでも良かったと思ってしま

っていたのか、その辺りの意識をしっかりと確認してからでないと、新しい対策

を打っても同じことになってしまうと思うので、そこは十分お気を付けいただき

たいと思いますが、その辺りはいかがですか。 

 

 法務ガバナンス室長の原田でございます。御指摘いただきました私用携帯端末

の点ですが、実は今、校長がそれぞれの校種で集まる会議に法務ガバナンス室で

対策の御説明をさせていただいております。まさに植木委員がおっしゃったよう

な視点で、当然、原則、利用禁止ということと、そのことについて悪意を持って

させてはいけないということは校長も御理解されていますが、一方で、例えば児

童生徒の緊急的な安全などに使うような可能性というところで、現状のルールで

も原則禁止ですが、校長が許可をした場合には使って良いというルールになって

おります。そういったところのルールをもう少し分かりやすくしてほしいという

御意見を、現に先日も複数頂戴してまいりました。そういったことを法務ガバナ

ンス室が確認したときに、今後、ガイドラインを策定する所管課と直ちにそのこ

とを共有しまして、しっかりとガイドラインを作っていきます。ガイドラインも

一度作っただけではなくて、状況に応じて今後更新するということも踏まえ、し

っかりと学校現場の声を生かしながら作っていきたいと考えております。 

 

 いろいろとお話を聞いていただいているということはありがとうございます。

ただ、例えばですが、校長が許可したものは利用できるとなったときに、その教

職員が撮っているものが許可を受けて撮っているものなのか、それともそうでな
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いものなのかというのは、児童生徒には分かりにくいと思います。撮っている御

本人は許可を取っていると思っても、これは校長が認めているものなのかどうか

というのが児童生徒にはっきり分からなければ、児童生徒は安心できなくなって

しまう。そういった事態になっていますので、その辺り、教職員だけが分かるの

ではなくて、保護者の皆さん、地域の皆さん、そして児童生徒も、これは大丈夫

な内容だというのが分かるように、そういったガイドラインにしていっていただ

ければと思います。 

 また、学校は児童生徒が中心になって、教職員の皆さん、そして保護者の皆さ

ん、いろいろな方が関係しています。それに加えて、いろいろな地域の方が見守

ってくださっているのが学校だと思っています。今朝も私がここに来るときに、

ちょうど学校の登校時間に当たると、地域の皆さんが雨の中でしっかりと見守り

活動をしていただいている。何かこういった案件が起きたときには、そういった

方たちに何が起こってしまったのか、そしてどのようにこれから取り組んでいく

のかというのをしっかりと伝える必要があると私は思っております。そのため、

もちろん児童生徒の皆さん、保護者の皆さんに説明する、それで終わりではなく

て、学校は地域の中で重要な役割を果たしておりますので、そこの部分も説明し

ていく。そういった形を取っていただけたら良いなと思っているのですが、その

辺りはいかがですか。 

 

 ありがとうございます。おっしゃるとおり、学校というのは地域の皆さんの理

解あってこそ運営していけるものだと思いますので、まだこの頭の中でお答えで

きる具体策はないのですが、御指摘を踏まえて何ができるのか考えさせていただ

ければと思います。 

 

 最後になりますが、実は学校だけでなく子どもを取り巻くいろいろなところで

の不祥事というのが残念ながら起きていると思っております。そのため、先ほど

学校の横展開というお話もあったかと思いますが、こういった形でなるべく防げ

るように、起きないようにできるというものがあれば、それは必要なところにし

っかりと共有していただく。そういうことが必要だと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 

 教育行政監の三島です。残念な不祥事が本市においても他の部署でも発生して

いるというのは報道されているとおりですので、既に教育委員会事務局が行って

いる対策については、当該の局に資料等を渡して情報共有するようにしておりま

す。先ほど泉委員からも御指摘がありましたが、本当にいろいろな切り口がそれ

ぞれの都市、また、それぞれの部署で考えられると思いますので、情報共有を密

にしながら、お互いの対策の精度を上げていけるように取り組んでまいります。 

 

 よろしいですか。 

 それでは、ほかに御質問がなければ、次に、議事日程に従い、審議案件に移り

ます。教委第21号議案「横浜市教育委員会会計年度任用職員の休暇に関する規則

の一部改正について」、所管課から説明をお願いいたします。 

 

 教職員企画部長の森長と申します。教委第21号議案についてお諮りさせていた

だきたいと思います。「横浜市教育委員会会計年度任用職員の休暇に関する規則

の一部改正について」、御説明させていただきます。資料の２ページを御覧くだ

さい。「提案理由」でございます。地方公務員の育児休業等に関する法律及び国
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家公務員の休暇等に係る人事院規則の一部が改正されたことに伴いまして、横浜

市立学校に勤務する会計年度任用職員に適用される介護時間に関する規定の整備

を図るため、今回、横浜市教育委員会会計年度任用職員の休暇に関する規則の一

部を改正したいということで御提案させていただくものでございます。詳細につ

きましては、教職員労務課長から御説明申し上げます。 

 

 教職員労務課長の林です。資料３ページが改正議案となっております。別紙に

説明資料をつけましたので、その資料で説明させていただければと思います。 

 「１ 改正の趣旨」ですが、先ほど申し上げましたとおり、地方公務員の育児

休業等に関する法律や国家公務員の休暇等に係る人事院規則の改正により、親族

の介護が必要な場合に取得できる介護時間がより柔軟に取得できるように見直さ

れることから、本市の正規職員と会計年度任用職員に適用される規則の一部が改

正されます。そのため、市立学校に勤務する会計年度任用職員につきましては横

浜市教育委員会規則で規定されておりますので、同様の措置とするため、横浜市

市教育委員会会計年度任用職員の休暇に関する規則の一部改正を行います。 

 「２ 改正する規則と主な内容」ですが、市長部局の休暇規則に準じまして、

現行の介護時間の取得を勤務時間の始め又は終わりに限ることとする制限を廃止

します。資料の表の現行の下線部分の表記を削除いたします。 

 「３ 施行期日」は、令和７年10月１日を予定しています。説明資料の２ペー

ジは新旧対照表になりますので、後ほど御覧いただければと思います。雑ぱくで

すが、説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

 説明が終了しました。御質問があればお願いします。 

 

 もう少しかみ砕いて、何ができるようになるかを具体的に教えていただけると

助かります。 

 

 教職員労務課長の林です。ありがとうございます。現行、勤務時間の始めと終

わりに引き続く時間帯しか取得することができないように制限されておりました

が、近年、勤務時間の途中の時間帯で親族の介護、通院の付添いなど、そういっ

たものに用いるなどのニーズが想定されている状況になっておりますので、より

柔軟な取得が可能となるように、勤務の途中の時間帯でも取得できるように改正

するものでございます。 

 

 例えば10時から12時の間、中抜けして通院に付き添うことができるなど、そう

いったイメージですか。 

 

 はい。 

 

 

 分かりました。ありがとうございます。この両立支援の取組、ぜひ更に進めて

いっていただければと思います。 

 

 ありがとうございます。 

 

 

 ほかに御意見ございますか。よろしいですか。 
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 ほかに御意見がなければ、教委第21号議案については、原案のとおり承認いた

だいてよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、原案のとおり承認させていただきます。 

 次に、教委第22号議案「第５期横浜市教育振興基本計画策定の基本的方向につ

いて」、所管課から御説明をお願いします。 

 

 教育政策統括部長の田中です。よろしくお願いします。教委第22号議案につい

ての御説明をさせていただきます。議案の裏面に「提案理由」を記載しておりま

すが、教育基本法に基づく法定計画である第５期横浜市教育振興基本計画を策定

するにあたりまして、その基本的方向について、別添のスライド資料のとおり作

成するものとなっています。内容の詳細につきましては教育政策推進課長から御

説明させていただきます。 

 

 教育政策推進課長の白井と申します。よろしくお願いいたします。まず、教育

振興基本計画とは何かから御説明させていただきます。教育基本法において「定

めるように努める」とされておりまして、横浜市においては第４期の教育振興基

本計画が本年度で終了することから、来年度から始まる次期計画に向けて、この

タイミングでお諮りさせていただくものです。なお、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律において定めることとされている教育大綱ですが、教育大綱につ

いては文部科学省からの通知に、「教育振興基本計画を定めている場合には、そ

の中の目標や施策の根本となる方針の部分が大綱に該当すると位置付けることが

できる」とあります。本市では、第４期横浜市教育振興基本計画のときから、当

該計画をもって大綱に代えることとしております。 

 それでは、第５期横浜市教育振興基本計画の基本的方向性の御説明をさせてい

ただきます。資料の見開きの２ページ目・３ページ目を御覧いただけますでしょ

うか。こども基本法、それから横浜市こども・子育て基本条例が施行された今、

教育行政を進める上で何よりも大切にしないといけないことは、子どもの声を聞

き、それを反映することであると考えております。そのため、今回の横浜市教育

振興基本計画を検討するに際しても、子どもたちの声を聞くことからスタートい

たしました。子どもたちに「今」何を大事にしているかとお聞きしますと、一つ

目にありますとおり「自分のことを学びたい。苦手なことはどうしたら良いか考

えたいし、得意なことは将来につなげたい」という声や、四つ目「友達と教え合

ったり、アイデアを出し合ったり、クラスで行事に取り組んだり、協力しながら

することが楽しい」という声であったり、七つ目「自分の居場所を見つけたり、

つくったりすることが大事だと思う。居場所があれば、安心して挑戦でき

る。」、このような声が聞こえてきました。こうした、子どもたちが大事にす

る、「今」を守りながら「未来」を生きる力を育むことこそが、今、求められて

いることだと考えております。 

 見開きで次のページ、４ページ目・５ページ目を御覧ください。こうした子ど

もたちが今置かれている状況に目を向けると、小学生で１日約４時間、中学生で

１日約５時間、高校生で１日約６時間、インターネットを利用して人や世界とつ

ながっているということが分かっております。それだけインターネットを利用し

たつながりの中で子どもたちが時間を過ごすことによって、ＳＮＳ等をきっかけ

とした事故等もこの10年で約３倍にまで膨らんでいます。特に新型コロナウイル
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ス感染症の影響は大きいなと思っておりまして、この傾向を加速させたことがデ

ータからも明らかになっています。とはいえ、こうした子どもたちを取り巻く環

境から、例えばインターネットがなくなるとかデジタル化がストップするという

ことが今後生じるとは思えませんし、むしろこの状況は更に加速していくという

ことを念頭に、子どもが育む力を考える必要があるのではないかと考えていま

す。 

 見開きの６ページ目・７ページを御覧いただけますでしょうか。また、そうし

た子どもたちが羽ばたく「未来」ですが、今よりももっと世界と瞬時につながり

影響し合う社会になるだろうということや、今よりももっと地球規模の課題解決

が求められる不確実性が高い社会になるだろうと考えています。こうしたことを

前提に、子どもたちが「未来」を創るために、そして、子どもたちの「今」を大

事にしながら身に付ける力はどのようなものなのかということを考えていきたい

と考えております。 

 見開き８ページ目・９ページ目のうちの８ページ目を御覧いただけますでしょ

うか。横浜市教育委員会事務局として、「子ども一人ひとりが『未来』を創るた

めに必要なこと」として八つ、今の時点で言語化してみております。「自分の夢

や目標、好奇心を持ち、生涯にわたって主体的に学び続ける力。」「学んだこと

を行動につなげ、社会と関わって自分の人生を主体的に生きようとする力。」

「他者と出会い、他者を共感的に理解して合意形成をしたりする力。」「協働し

てよりよい社会を創造しようとする力。」「持続可能な社会の実現に向けて行動

する力。」「多様な価値観や個性、背景を尊重し、共生する力。」「急速な社会

の変化にも応じて、物事をよりよくしていこうとする意欲やそのために行動でき

る力。」「自分を大切にし、助けを求めて困難を乗り越えたり柔軟に対応したり

するような、しなやかに生きる力。」このように捉えたらどうだろうかと考えて

おります。この力を育むことを、横浜市教育委員会事務局、学校関係者、そして

学校とつながってくださる市民の皆様も含めた共通の基本的な方向性として心に

置きまして、次期計画期間４年間、教育行政を進めることとしてはどうだろうか

と考えております。 

 結びになりますが、子どもの声を聞いて第５期横浜市教育振興基本計画を形づ

くっていくプロセスは、教職員や教育委員会事務局をはじめとする大人にとっ

て、子どもが今を大事に生きて未来に向かっていく学びのために何ができるの

か、何をすべきなのかを真剣に考え、その声を引き受ける覚悟と責任を新たにす

る時間でもあると考えています。今、子どもたちといろいろな対話を進めている

ところですが、こうした子どもたちにとっても、このプロセスに参画すること

で、自分にとって身近な社会である学校の今と未来を自分たちで創ったという実

感と言いますか学びに少しでもつながってくれれば良いなと感じています。現

状、こうした進捗状況にありますことを御報告させていただくとともに、こうし

た方向性で今後進めさせていただければということについて、御意見を賜ること

ができましたらと思っております。以上でございます。 

 

 説明が終わりましたので、御質問があればお願いします。 

 

 ありがとうございます。大変簡潔・明瞭に御説明いただきました。特に素晴ら

しいなと思うのは、次の学習指導要領の中心をなす子どもたち主体の学習という

ことを軸にして、子どもたちの声を聞いてそれを反映していくとあります。冒頭

の横浜市教育課程研究委員会研究協議会でもそうでございましたが、それが一つ

の横浜市の良さでもあるなと思うので、これをぜひ深めていただきたいというの
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がお願い事の一つでございます。 

 それから、６ページに書いていただいている地球規模の課題解決を求められる

というところがとても大事だと思いますが、その意味で、子どもたちの力という

ことをいくつか列挙していただいて、詰めていくということですが、例えばもう

少し上の上位概念で、グローバル・シチズンシップなど、良き地球市民をつくっ

ていくなど、その中で横浜市が今まで取り組んできたグローバル教育など様々な

活動が生きてくる。その中に、「GREEN×EXPO 2027」がある。そのような仕組み

立てのような考え方でぜひ論議を深めていただきたいなと思います。そうするこ

とによって、子どもだけではなくて良き地球市民をつくるという考え方を取れ

ば、生涯学習の観点でも社会教育の観点でも、いろいろな教育政策全体にシナジ

ーが効いてくると思いますので、そのようなことも考えていただけるとありがた

いなと思います。以上です。 

 

 ほかに御意見はございますか。 

 

 資料作成、説明、どうもお疲れさまです。ありがとうございました。資料を見

せていただいて、これから肉付けして作られていくと思いますが、先ほど、子ど

もたちに参画を求めて第５期横浜市教育振興基本計画を作っていくとあります。

私は素晴らしいことだと思います。私が思うのは、参画した結果、これからずっ

と先の話になりますが、第５期横浜市教育振興基本計画をつくった子どもたちと

言いますか、皆さんの意見を持ち寄ってこういうものができましたよ、こういう

取組ですから、横浜の教育というのはこういう形を取って進めていますよという

ところまでをしっかりとしていかないと、つくるところだけ意見をもらって、そ

れは一体どうだったのとならないように、まだずっと先の話ですが、そのように

なっていくと良いなと思いました。以上です。 

 

 ほかに御意見はございますか。 

 

 御報告ありがとうございます。これからどのような計画を策定していくのかと

いうときによく起きやすいのが、これまでの計画はこうでした、そのため、こう

いうことを変えていきますと、柱の具体から入ってしまいやすいところ、今回こ

のようにどのような社会になっていくのかということと、その中で改めてどのよ

うに柱を考えていくのか、事業を考えていくのかというところを、しっかりとこ

のように場面設定していただきながら進めていただくということはありがたいな

と思っています。 

 この資料の構成で見るのは今まではあまりなかったので、改めてどうしてこの

ようなつくりにしたのかという意図もお聞きしてみたいなと思いました。ぱっと

見たときに、私の中では２部構成になっているのかなと思いまして、４ページか

ら８ページは、どのような社会になっていくのかというところから、その中でど

のような力を育みたいのか、育む必要があるのかという社会から見ていく力。２

ページから３ページについては、子どもたちがどのような力を育みたいのかとい

う、どのような学びを求めているか、どのような学びをしていきたいかというこ

と、両面からの構成になっているのかなと個人的に理解しました。 

 その中で、教育委員会事務局の皆さんの提案としては、どういった社会になっ

ていくのかというところでは二つのポイントを押さえていらっしゃって、一つ

は、子どもたちが過ごす空間の捉えを変え、私たちの見方を変えていく必要があ

るということで、リアルな世界とインターネットの中で過ごしている時間の長さ
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みたいなことを踏まえた、子どもたちが接している情報など、ＡＩのことも一つ

敏感に捉えながら社会を見ていく必要があるということと、世界中が影響し合う

という、そこを一つフォーカスポイントにしたということを認識しました。なぜ

この二つが大切だと思ったのかということも、きっと思いがあってこの二つにさ

れたのかなと思うので、そこをもう少し理解したいと思いましたので、そこを二

つ目の質問としたいと思います。 

 あと、生徒児童の声ですが、ちなみに、どのような問いを出してこの答えにな

っていったのかなというのも気になりました。どのような質問をしたことによっ

て子どもたちがこういった声を出してくれたのかなというのもお聞きしてみたい

と思いました。自分のことを学びたい、英語だけではなくほかの言語も学びた

い、コミュニケーションは苦手だけれども、ありがとうと言われるとうれしいな

ど、子どもたちの声の中でとても大切なキーワードがいっぱいあるので、どう引

き出されたのかなということもお聞きしてみたいです。 

 最後に、御質問の御用意をいただきながらコメントですが、「子どもたちが一

人ひとりの『未来』を創るために必要なこと」でいくつか点があった中で、大切

な具体的なポイントがあると、見ながら思いました。大きく分けてこの中のキー

ワードというのが、一つは、「生涯にわたって主体的に学び続ける力」が一番上

にありますが、ここが横浜市として一つ大きなポイントとして定めていくことに

なるというのは思いましたし、そういった捉えの中で学校教育も捉えていくとい

うことがすごく大事だと思いますので、これはとても同意しています。 

 これが一つ目のとても大切だと思ったことと、あと、いろいろなキーワードで

書かれていますが、二つ目は自治のことをキーワードにしているのだなと思いま

した。合意形成して、そして作っていくというようなことが書いてあるのです

が、そのときに少し気になる言葉として、「他者と出会い、他者を共感的に理解

して合意形成をしたりする力」とあります。当然ながら共感的に理解するという

ことは大切だとは思うのですが、時には共感できない言葉や、自分には受け入れ

難い言葉や考え方というのもあると思います。その中でも共感的にならなければ

いけないわけではないと思いますので、共感できないことに対してどのように理

解するかということも、これからもっと多様な人たちと関係を作る中では必要に

なってくるときに、この言葉をどのように使うかは一つ議論の余地があるなと思

いました。 

 三つ目のキーワードは、教育課程の中で、実はいくつかお聞きする中で、ニュ

ーロダイバーシティの話があったなと思い出しながらこの言葉を読んでいまし

た。脳や神経の多様性ということで、人によって同じものを見てもその捉え方や

見方が違うし、その中で見た上での処理の仕方が異なるよねという。それを障害

や特性などという言葉ではなくて、一人ひとり違う神経の、脳のダイバーシティ

があるということの中で、自分の理解、他者の理解というのは、子ども自身も教

職員自身も、私たちここにいる社会の全員もというところが一つ、より必要だな

というメッセージを受け取りました。そのため、大切な言葉がいっぱいちりばめ

られているので、それが最終的には一つの良い言葉や、多くの人にしっかりとこ

うのような教育を作っていくという絵か言葉か、最終的にフォーカスした言葉に

なっていくと良いなと思いながらお聞きしていました。質問と最後はコメントで

したが、質問に対してお願いします。 

 

 いろいろと御質問いただきましたので、まず、まとめてお答えをさせていただ

きまして、詳細の問い等については引き続き御説明させていただきたいと思って

います。教育政策統括部長の田中でございます。まず、これからビジョンにあた
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ります計画を策定していくにあたって、今、子どもたちが置かれている環境、子

どもたちの世界というのは、大人が想像できる、それを超えたような世界にいる

と思っています。であるからこそ、大人が想像力を働かせて作るものではなく

て、子どもが今置かれている世界はどういった状況なのか、子どもたちが何を考

えているのかというところをしっかり聞き取った上でビジョンを作らないと駄目

だろうと思っています。先ほど構成の話がありましたが、社会に置かれている今

の背景、社会状況をまず捉えた上で、そこから帰納的に考えていく部分、それか

ら、子どもに直接声を聞く。子どもが何を考えているか、どういった教育を受け

たいと思っているのかというところを聞いた上で、そこから演繹的に考えていく

もの、それを合わせた上でビジョンとしてのストーリー展開を考えていかなけれ

ばいけないと思っています。当然、それはビジョンとしてストーリーを作っただ

けで終わりではなくて、子どもたちに計画をどのようにフィードバックしていく

か、聞いた声がどういう形になったかというところはしっかり大切にしたいと思

っていますので、声を聞くときは単にアンケートで聞くだけではなくて、対面で

直接膝を突き合わせてお話しするという機会を大切にして作ってまいりましたの

で、そういった聞き取ったことも踏まえた上で、子どもたち、児童生徒にどう返

していくかというところもしっかり考えていきたいなと思っています。具体的な

ストーリー展開はこれからになりますが、先ほど綿引委員からも御指摘いただき

ましたとおり、「GREEN×EXPO 2027」や直近に置かれている横浜市で行われるも

のなど、世界の動向の直近の動き、そういったものもしっかり取り込んだ上でス

トーリー展開ができるように工夫していきたいと思っています。具体的な問い、

子どもに聞いた内容については引き続き御説明させていただきます。 

 

 ありがとうございます。児童生徒に対していろいろな方法でお聞きしたり、対

話したりしているのですが、対話のときは、例えばですが、学校生活で大事だと

思うこととその理由というような形でお尋ねして、ワンフレーズで返ってきたと

きに、そこから対話を重ねていくという形であったので、まずその一つの問いを

聞いて対話してみるということや、学校生活でやりがいを感じていること、夢中

になれること、楽しいと思えることというような問いもしています。あわせて、

未来に向けて、これからどのようなことを学んでいきたいと思うかということも

お聞きしたりしています。対話のきっかけ的にこの三つの問いを使ったという感

じです。 

 

 ありがとうございます。そういった、ただ書面だけのアンケートではなくて、

会いながら更に深める質問をしながら聞いていったということが分かって納得し

ました。もしできれば、これからもそういう場面を作っていくのですかね。上大

岡にもハートフルセンターができましたが、学校に通っていない子どもたち、そ

れが今、つらいと思っている子どもたちなど、学校に行けない、行きたくないと

思っている子どもたちの声もとても大切なメッセージが含まれていると思います

ので、ぜひそこも、その子どもたちにとって安心して話せる環境を、専門家の

方々、いろいろな方の御意見をお聞きしながらセットしていただけるとうれしい

なと思いました。お願いします。 

 

 ありがとうございます。検討していきたいと思っていますし、一緒に作るとい

うこと自体が、先ほど綿引議員からも御指摘いただきました、自治や参画すると

いうこと自体の学びにつながったら良いなと思っているので、緒方委員から御指

摘いただいた、どう返していくかと言いますか、子どもたちから頂くだけではな
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くて、せっかく時間を使って頂いたものを、このように私たちは計画として受け

止めたということをしっかりと伝えることも併せて検討していきたいなと思って

います。 

 

 ほかに御意見はございますか。よろしいですか。 

 それでは、ほかに御意見がなければ、教委第22号議案については、原案のとお

り承認いただいてよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

 それでは、原案のとおり承認させていただきます。 

 以上で本日の案件が終了いたしました。事務局から報告をお願いします。 

 

 報告させていただきます。次回の教育委員会定例会は、10月３日金曜日の午前

10時から開催する予定です。また、次回の教育委員会会議については、11月21日

金曜日の午前10時から開催する予定です。事務局の報告は以上です。 

 

 皆様、よろしいでしょうか。次回の教育委員会定例会は、10月３日金曜日の午

前10時から開催する予定です。別途通知いたしますので、御確認ください。 

 以上をもちまして、本日の教育委員会定例会を閉会いたします。傍聴・報道機

関の方は御退席願いします。また、関係部長以外の方も退席してください。な

お、教育委員の皆様は連絡事項がございますので、このままお待ちください。 

 

［閉会時刻：午後０時10分］ 

 


